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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令

○内閣府､総務省､財務省､文部科学省､厚生労静省､農林水産省､経済産業省､国土交通省､環境省令第四

号(平成三十年十二月三日)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十三条の規定に基づき､新用

途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める｡

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の⊥部を改正する命令

新用途水銀鑑開製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府､総務省､財務省､文部科学首､厚生労働

省､農林水産省､経済産業省,国土交通省､環境省令第四号令第二号)の⊥部を次のように改正する｡

次の表により､改正前掬に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに願次対応する改正後掬に掲げる規定の傍

線を付した部分のように改め､改正前橋及び改正後櫓に対応して掲げるその棟記部分に二重傍線を付した規定

(以下｢対象規定｣という. )は､当該対象呪定全休を改正後柵に掲げるもののように改め､改正前鰍こ掲げ

る対象規定で改正後櫓にこれに対応するものを掲げていないものは､これを削り､改正後櫓に掲げる対象規定

で改正前柵にこれに対応するものを掲げていないものは､これを新たに追加する｡
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別表(第二条関係)
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附　則

この命令は'公布の日から施行Lt平成二十九年八月十六日から適用する｡

KANKYONEWS  2018年12月03日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2／2 ページ

http://www.kankyonews.com




